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初任給（高校卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

1,742 162,176 100.0 473 156,612 100.0 3,457 162,402 100.0 874 156,612 100.0

40 166,629 102.7 5 157,318 100.5 74 165,347 101.8 6 155,390 99.2

　１～９人 4 187,570 114.7 4 187,570 114.6

　　１～４人

 　　５～９人 4 187,570 113.8 4 187,570 113.8

　１０～２９人 10 172,616 105.3 1 173,000 112.4 10 172,616 105.7 1 173,000 112.0

　　　１０～２０人　　　　　 6 159,189 97.9 1 173,000 112.5 6 159,189 98.4 1 173,000 110.8

　　　２１～２９人　　　　　 4 192,757 116.6 4 192,757 116.8

　３０～９９人 15 161,988 99.6 1 156,099 99.5 25 162,371 99.4 1 156,099 100.0

　１００～３００人 11 159,899 99.6 3 152,497 96.9 35 162,857 101.0 4 150,811 95.8

22 162,743 101.5 4 153,398 97.9 50 164,340 102.4 5 151,868 96.8

3 156,064 101.9 2 150,925 100.6 5 158,127 103.0 3 149,200 97.7

5.29005,73120.29005,7312

2.79000,65153.79005,7512

8.59006,45152.69000,3512

7.79067,06135.89067,0613

6 181,040 110.2 1 166,742 103.9 17 174,203 105.2 1 166,742 104.3

4 161,906 99.9 1 145,000 92.4 13 165,740 102.5 1 145,000 92.6

18 171,379 103.6 1 173,000 110.5 24 167,447 100.7 1 173,000 110.8

6.59009,35124.69009,3511

9 176,754 105.5 1 173,000 111.1 10 175,079 103.8 1 173,000 111.5

4.201046,96195.301548,0718

7.101000,37117.99000,3711

6.331920,42211.331920,4221

2.501000,07155.501000,0714

8.101052,36143.001000,1613

7.021000,79117.121000,7911

6.69095,85172.101330,5614

4.79095,85179.001330,5614

　情報通信業

非製造業　計

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　

　

 

 

規

模

別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

均平重加均平純単

系務事系術技系務事系術技

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　設備工事業

　　対個人サービス業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業

　　対事業所サービス業
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初任給（専門学校卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

498 175,035 100.0 131 170,515 100.0 796 176,028 100.0 179 171,125 100.0

7 179,455 102.5 2 182,500 107.0 10 179,919 102.2 4 191,250 111.8

　１～９人

　　１～４人

 　　５～９人

　１０～２９人 1 185,000 104.4 2 182,500 104.5 2 185,000 103.4 4 191,250 107.1

　　　１０～２０人　　　　　 1 200,000 112.0 3 200,000 108.3

　　　２１～２９人　　　　　 1 185,000 107.9 1 165,000 95.3 2 185,000 105.9 1 165,000 93.9

　３０～９９人 4 183,022 104.8 6 181,681 103.9

　１００～３００人 2 169,550 97.0 2 169,550 96.0

3 167,367 96.7 4 171,275 98.6

1 183,000 110.7 2 183,000 109.3

1 150,000 90.6 1 150,000 90.2

1 169,100 96.8 1 169,100 97.2

4 188,522 106.7 2 182,500 108.8 6 185,681 104.6 4 191,250

4 188,522 105.1 1 165,000 96.7 6 185,681 103.0 1 165,000

4 188,522 104.3 1 165,000 99.6 6 185,681 101.8 1 165,000

1 200,000 116.3 3 200,000

1 200,000 114.8 3 200,000

非製造業　計

　　対個人サービス業

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　

　

 

 

規

模

別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

　情報通信業

均平重加均平純単

技術系 事務系 技術系 事務系

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　対事業所サービス業

　　設備工事業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業
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初任給（短大・高専卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

192 175,594 100.0 115 172,083 100.0 247 175,323 100.0 144 171,517 100.0

3 161,917 92.2 2 207,250 120.4 3 161,917 92.4 2 207,250 120.8

　１～９人

　　１～４人

 　　５～９人

　１０～２９人 1 150,000 84.0 1 249,000 135.2 1 150,000 82.7 1 249,000 133.0

　　　１０～２０人　　　　　

　　　２１～２９人　　　　　 1 150,000 83.0 1 249,000 133.9 1 150,000 82.3 1 249,000 133.4

　３０～９９人 1 180,000 103.5 1 165,500 96.2 1 180,000 104.0 1 165,500 97.6

　１００～３００人 1 155,750 88.4 1 155,750 88.8

3 161,917 92.7 1 249,000 143.0 3 161,917 92.5 1 249,000 142.6

1 155,750 91.2 1 155,750 91.9

1 180,000 108.0 1 180,000 107.8

1 150,000 90.0 1 150,000 90.0

1 249,000 135.0 1 249,000 137.0

1 165,500 97.0 1 165,500 97.8

1 165,500 100.2 1 165,500 101.6

1 165,500 101.2 1 165,500 104.6

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　対事業所サービス業

　　設備工事業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業

均平重加均平純単

系務事系術技系務事系術技

非製造業　計

　　対個人サービス業

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　

　

 

 

規

模

別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

　情報通信業
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初任給（大学卒） 初任給　単位：円

格差は全国を１００とした場合の比較

事業所数 初任給  格差 事業所数 初任給  格差 対象者数 初任給  格差 対象者数 初任給 格差

794 196,689 100.0 617 191,820 100.0 1,625 199,399 100.0 1,283 195,292 100.0

12 195,982 99.6 9 192,663 100.4 23 201,391 101.0 15 192,971 98.8

　１～９人

　　１～４人

 　　５～９人

　１０～２９人 3 205,333 104.6 1 190,000 100.5 4 207,750 105.6 1 190,000 101.0

　　　１０～２０人　　　　　 1 200,000 101.3 1 200,000 103.0

　　　２１～２９人　　　　　 2 208,000 106.6 1 190,000 101.6 3 210,333 105.5 1 190,000 102.9

　３０～９９人 4 190,079 97.0 2 182,500 95.4 5 197,563 100.1 2 182,500 94.6

　１００～３００人 5 195,094 98.7 6 196,495 101.7 14 200,942 99.9 12 194,964 98.7

6 193,114 98.6 8 193,046 100.1 16 200,712 101.6 13 193,490 98.7

2 168,908 88.8 1 180,000 95.0 2 168,908 88.0 1 180,000 96.1

1 200,000 103.8 2 200,000 101.9

2 190,000 99.2 3 191,667 98.3

1 215,000 108.5 1 190,000 95.8 2 215,000 107.1 1 190,000 96.1

2 202,935 102.9 2 203,185 104.2 9 204,843 103.6 3 202,123 103.3

1 200,000 100.9 1 188,000 96.8 3 200,000 100.2 3 188,000 92.7

6 198,850 100.5 1 189,600 99.4 7 202,943 100.9 2 189,600 97.4

1 189,600 99.8 1 189,600 102.0 1 189,600 99.8 2 189,600 97.4

3 200,833 100.9 4 207,500 102.3

3 200,833 100.8 4 207,500 101.8

2 200,500 101.0 2 200,500 97.8

2 200,500 98.3 2 200,500 91.0

非製造業　計

　　対個人サービス業

　その他

　全　国

　香　川　県

　

　
　

 

 

規

模
別

製造業　計

　食料品

　繊維工業

　木材・木製品

　印刷・同関連

　窯業・土石

　化学工業

　金属・同製品

　機械器具

　情報通信業

均平重加均平純単

系務事系術技系務事系術技

　運輸業

　建設業

　　総合工事業

　　職別工事業

　　対事業所サービス業

　　設備工事業

　卸・小売業

　　卸売業

　　小売業

　サービス業

 
 
 
（注） 
新規学卒者の初任給は、採用した人数及び１人あたり平均初任給額の双方に回答した事業所を集計対象とし、

単純平均（１事業所あたり）及び加重平均（採用者１人あたり）の両方を示しています。 
 単純平均は、事業所ごとの１人あたり平均初任給額を足しあげ、事業所数で除した数値です。 
 加重平均は、各事業所の１人あたり平均初任給額に採用した人数を乗じて得た数の総和を採用した人数の総和

で除した数です。 
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（１） 障害者の雇用状況

　障害者を雇用していると回答した事業所は２６.０％（全国平均２０.８％）であった。

（２） 障害者雇用の内訳

　障害者を雇用していると回答した事業所に対し、障害者の人数及び障害の種類について回答を求めたと

ころ、「身体障害者」が６１.２％と最も多く、次いで「知的障害者」が３４.９％であった。

（３） 障害者の新規雇用予定

　障害者を雇用していないと回答した事業所に対し、今後、障害者の新規雇用予定について回答を求めたとこ

ろ、「予定なし」が８１.５％であった。

5． 障害者雇用

雇用している
26.0%

雇用していない
74.0%

その他 0.8%精神障害者 3.1%

身体障害者
61.2%

知的障害者
34.9%

障害者雇用の有無

障害者雇用の内訳

障害者雇用予定
予定あり 1.2%

検討中
17.3%

予定なし
81.5％
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（１） 障害者の雇用状況

　障害者を雇用していると回答した事業所は２６.０％（全国平均２０.８％）であった。

（２） 障害者雇用の内訳

　障害者を雇用していると回答した事業所に対し、障害者の人数及び障害の種類について回答を求めたと

ころ、「身体障害者」が６１.２％と最も多く、次いで「知的障害者」が３４.９％であった。

（３） 障害者の新規雇用予定

　障害者を雇用していないと回答した事業所に対し、今後、障害者の新規雇用予定について回答を求めたとこ

ろ、「予定なし」が８１.５％であった。

5． 障害者雇用

雇用している
26.0%

雇用していない
74.0%

その他 0.8%精神障害者 3.1%

身体障害者
61.2%

知的障害者
34.9%

障害者雇用の有無

障害者雇用の内訳

障害者雇用予定
予定あり 1.2%

検討中
17.3%

予定なし
81.5％

（１） 従業員の過不足状況

　従業員の過不足状況について、「職種・部門によって不足している」、「全体的に不足している」と回答した事業

所は５８.２％で、全国平均の５７.１％と比べ１.１％上回っている。

（２） 不足している職種・部門

　「職種・部門によって不足している」、「全体的に不足している」と回答した事業所に対し、どのような職種・部

門の従業員が特に不足しているか回答を求めたところ、「現業・生産」５７.６％が最も高く、次いで「営業」２４.

９％、「生産管理・生産技術」１９.２％であった。

6． 従業員の過不足状況

（単位：%）

全　国

香川県

製造業

非製造業

全体的に過剰 職種・部門によって過剰 適正 職種・部門によって不足 全体的に不足

（単位：%）

現業・生産
59.5
57.6

69.0
47.3

27.9
24.9

20.2
29.0

20.0
19.2

23.8
15.1

12.1
14.7

11.9
17.2

6.1
8.5
7.1

10.1
6.2

11.9
1.1

9.7

営業

生産管理・生産技術

総務・人事・労務

販売・サービス

研究開発・設計

不足職種・部門（3項目以内複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

従業員の過不足状況

37.2 40.3 16.8

36.5 40.1 18.1

13.8

23.4

1.52.9

5.40.6

3.61.7

4.11.6

44.527.7

36.543.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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（３） 不足している理由

　従業員が不足している理由については、「求める人材が来ない」が６２.５％と最も高く、次いで「新規採用が

困難になった」３５.２％、「若手従業員が定着しない」３２.４％であった。

（単位：%）

求める人材が来ない
60.2
62.5

67.5
58.1

32.0
35.2

30.1
39.8

32.9
32.4
32.5
32.3

22.6
16.5
18.1

15.1

13.9
15.9
18.1

16.6
10.2
9.6
10.8

14.0

新規採用が困難になった

若手従業員が定着しない

定年退職者が多い

人材育成が十分にできない

これまでの事業の業務量が
増大したため

不足理由（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

（４） 不足への対応

　従業員が不足している理由については、「経験者の中途採用」が６９.５％と最も高く、次いで「継続雇用者の

活用」３９.５％、「新規学卒者の採用」２８.８％であった。

（単位：%）

経験者の中途採用

66.3
69.5
71.4

67.7

32.6
39.5
41.7

37.6

34.8
28.8

25.0
32.3

19.6
26.0
23.8
28.0

17.5
16.4

22.6

26.6
15.3

10.7
19.4

10.8

継続雇用者の活用

新規学卒者の採用

社内の配置転換

パートタイム労働者の活用

従業員の教育訓練

不足への対応（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業
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（３） 不足している理由

　従業員が不足している理由については、「求める人材が来ない」が６２.５％と最も高く、次いで「新規採用が

困難になった」３５.２％、「若手従業員が定着しない」３２.４％であった。

（単位：%）

求める人材が来ない
60.2
62.5

67.5
58.1

32.0
35.2

30.1
39.8

32.9
32.4
32.5
32.3

22.6
16.5
18.1

15.1

13.9
15.9
18.1

16.6
10.2
9.6
10.8

14.0

新規採用が困難になった

若手従業員が定着しない

定年退職者が多い

人材育成が十分にできない

これまでの事業の業務量が
増大したため

不足理由（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

（４） 不足への対応

　従業員が不足している理由については、「経験者の中途採用」が６９.５％と最も高く、次いで「継続雇用者の

活用」３９.５％、「新規学卒者の採用」２８.８％であった。

（単位：%）

経験者の中途採用

66.3
69.5
71.4

67.7

32.6
39.5
41.7

37.6

34.8
28.8

25.0
32.3

19.6
26.0
23.8
28.0

17.5
16.4

22.6

26.6
15.3

10.7
19.4

10.8

継続雇用者の活用

新規学卒者の採用

社内の配置転換

パートタイム労働者の活用

従業員の教育訓練

不足への対応（複数回答）

全国 香川県 製造業 非製造業

引上げた 7月以降引き上げる予定 今年は実施しない（凍結）

引き下げた・7月以降引き下げる予定 未定

（単位：%）

（単位：%）

賃金改定実施状況

平均昇給額・昇給率

全国

香川県

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

30.2 34.48.3 27.1

45.7 12.1 20.7 19.8

42.2 20.321.9 14.0

75.0 12.5 12.5

42.3 11.3 21.423.2

42.4 15.2 18.923.5

42.4 13.0 23.3 20.3

46.6 11.1 16.9 24.41.0

1.0

0

1.7

1.6

1.8

0

0

（１）賃金改定実施状況

　平成２９年１月１日から７月１日までの間の賃金改定実施状況について、「引上げた」、「７月以降引上げる予

定」は、合わせて５５.４％であり、昨年度（５２.９％）より２.５ポイント増加した。また、「引下げた・７月以

降引下げる予定」は合わせて１.０％であり、昨年度（１.９％）より０.９ポイント減少した。

　規模別にみると、「１００～３００人」の事業所で７５.０％が、「引上げた」と回答したのに対し、「１～９人」

では３０.２％で、その差４４.８ポイントであり、規模による格差が見受けられる結果となった。

　また、業種別では、製造業では「引上げた」が、４２.３％、非製造業では４２.４％であった。

（２） 平均昇給額・昇給率

　平成２９年１月から７月までの間に、常用労働者に定期昇給・ベースアップを実施した１２７事業所の平均昇給額・

昇給率を見ると、単純平均の平均昇給額が７,０７５円（対昨年度比プラス２８０円）、平均昇給率は２.８８％（対昨年

度比プラス０.０８ポイント）となっている。

7． 賃金改定

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

（円）

3.5

1.89

23年度 24年度 25年度

昇給率 昇給額

26年度 27年度 28年度 29年度

2.26

¥4,571

¥5,305

¥7,869

¥8,059

¥6,922 ¥6,795

¥7,075

3.24 3.27

2.85 2.80 2.88
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（３） 賃金改定の内容

　賃金改定の内容は、「定期昇給」が５７.０％で最も高く、次いで「基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業

所）」が３７.３％、「ベースアップ」が１２.７％であった。

（４）賃金改定の決定要素

　賃金改定の決定要素は、「企業の業績」が６１.８％と最も高く、次いで「労働力の確保・定着」が５３.３％、「世間相

場」２２.４％、「労使関係の安定」、「前年度の改定実績」２１.１％の順であった。

賃金改定の内容（複数回答）

賃金改定の決定要素（複数回答）

定
期
昇
給

諸
手
当
の
改
定

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

基
本
給
の
引
上
げ

（
定
期
昇
給
制
度
の
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給
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（
夏
季
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年
末
賞
与
な
ど
）
の

引
上
げ
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20
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40
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60

（単位：%）

（単位：%）

57.0

37.3

12.7 11.3
9.2

61.8

53.3

22.4 21.1 21.1

7.9
3.9 2.6 1.3 1.3

3.9

企
業
の
業
績

労
働
力
の
確
保
・
定
着

世
間
相
場

労
使
関
係
の
安
定

前
年
度
の
改
定
実
績

物
価
の
動
向

賃
上
げ
ム
ー
ド

親
会
社
又
は
関
連
会
社
の

改
定
の
動
向

重
視
し
た
要
素
は
な
い

消
費
税
増
税

そ
の
他

0

10

20

30

40

50

60

70
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（３） 賃金改定の内容

　賃金改定の内容は、「定期昇給」が５７.０％で最も高く、次いで「基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業

所）」が３７.３％、「ベースアップ」が１２.７％であった。

（４）賃金改定の決定要素

　賃金改定の決定要素は、「企業の業績」が６１.８％と最も高く、次いで「労働力の確保・定着」が５３.３％、「世間相

場」２２.４％、「労使関係の安定」、「前年度の改定実績」２１.１％の順であった。

賃金改定の内容（複数回答）

賃金改定の決定要素（複数回答）

定
期
昇
給

諸
手
当
の
改
定

ベ
ー
ス
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ッ
プ

基
本
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の
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上
げ

（
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所
）
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（
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ど
）
の
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上
げ

0
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40
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60

（単位：%）

（単位：%）

57.0

37.3
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61.8
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7.9
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の
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力
の
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連
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の
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は
な
い
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税

そ
の
他
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